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第１章 制度改正の基本的考え方 

 

１－１ ブロードバンドサービスの「基礎的電気通信役務」化 

 

○ 我が国が目指す未来社会である Society5.01においては、場所や時間にとら

われない柔軟な働き方や暮らしを実現することが期待されており、そのため

には、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のデジタル技術の活用が不可欠な役

割を果たすものと想定されている。 
 
○ また、令和３年５月に成立したデジタル社会形成基本法（令和３年法律第３

５号）では、「全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現」が

基本理念として掲げられており、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のデジタ

ル技術のメリットを、全ての国民が、地理的な制約等に関わらず享受できる環

境を実現していくことが、国の基本的な責務として定められている 2。 
 

○ 更に、現在、新型コロナウイルス感染症への効果的な対処を図るため、対面

による接触を前提とせずに社会経済活動の持続的な実施を可能とする「新た

な日常」を構築することが求められており 3、その上でも、テレワーク、遠隔

教育、遠隔医療等が不可欠な役割を果たすと考えられる。 

 

○ そこで、このようなテレワーク、遠隔教育、遠隔医療等を原則として日本全

国どこでも利用可能にすることを目指し、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等

を継続的・安定的に利用する上で不可欠なブロードバンドサービスを原則と

して日本全国どこでも利用可能にするため、一定のブロードバンドサービス

                                                        
1 Society5.0とは、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合
させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」のこと
であり、「第５期科学技術基本計画」（平成 28年 1月 22 日閣議決定）において提唱された。 
2 デジタル社会形成基本法第３条、第 8 条、第 13 条、第 17 条等。 
3 例えば、令和 2 年 7 月 14 日西村内閣府特命担当大臣記者会見要旨を参照。 
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を電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」という。）にお

ける「基礎的電気通信役務」4の新たな類型として位置付けた上で 5、 

① 不採算地域におけるブロードバンドサービスの維持等のための新たな交

付金制度を創設するとともに 

② ブロードバンドサービスの適切、公平かつ安定的な提供を確保するための

必要最小限の事業者規律を導入する 

ことが適当である。 

 

○ なお、現状において、加入電話等は引き続き国民生活に不可欠なサービスで

あることから、今般の制度改正においては、現行の電話に関する基礎的電気通

信役務制度は基本的にそのまま存置することが適当である。 

 

１－２ 基礎的電気通信役務として位置付けるブロードバンドサービス 

 

○ 今般の制度改正において、「基礎的電気通信役務」の新たな類型として位置

付けるブロードバンドサービスは、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等を継続

的・安定的に利用する上での必要十分な手段となり得るものという観点から、 

① 通信速度（大容量の動画を送受信可能か） 

② 遅延の程度（リアルタイムでの双方向のやりとりが可能か） 

③ 料金体系（定額料金で原則無制限に利用可能か） 

の３点を総合的に考慮し、ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネットのうちのＨ

ＦＣ方式 6とすることが適当である。 

 

○ ４Ｇ等の携帯ブロードバンドサービスについては、 

① 少なくとも現時点においては、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等を継続

的・安定的に利用するための手段としては、必ずしも十分でない場合がある

こと 

                                                        
4 基礎的電気通役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確
保されるべき電気通信役務であり（事業法第７条）、現在は、加入電話、緊急通報及び公衆
電話が指定されている。基礎的電気通信役務に該当するサービスは、不採算地域におけるサ
ービスを維持するための交付金制度(ユニバーサルサービス交付金制度)の対象となるとと
もに、サービスの適切、公平かつ安定的な提供を確保するための各種規律の対象となる。 
5 具体的には、例えば、電話に係る現行の基礎的電気通信役務を「第一号基礎的電気通信役
務」、ブロードバンドサービスに係る新たな基礎的電気通信役務を「第二号基礎的電気通信
役務」として規定することが考えられる。 
6 HFC（Hybrid Fiber Coaxial）方式とは、幹線が光ファイバ、引き込み線が同軸ケーブルに
より提供される CATV インターネットの配線方式である。 
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② 新たな交付金制度の対象としなくとも、事業者間の競争を通じた自主的な

取組により、全国的なサービス提供が確保されると想定されること 7 

から、今般の制度改正においては、「基礎的電気通信役務」としては位置付け

ないことが適当である 8。 

 

○ また、ＦＴＴＨであっても、自ら回線を設置しない事業者が、他の事業者

から卸電気通信役務の提供を受けて提供するサービスについては、 

① 卸元である回線設置事業者が提供するサービスに対して役務提供義務を

含む各種規律を課せば、当該エリアにおける適切、公平かつ安定的な役務

提供の選択肢は確保されると考えられること 

② 今般創設する新たな交付金制度は、基本的には、不採算地域における回

線設備の維持に必要な費用を支援するものであること 

を踏まえると、携帯ブロードバンドサービスと同様、「基礎的電気通信役務」

としては位置付けないことが適当である。 

 

１－３ 有線ブロードバンド未整備地域の解消と今般の制度改正の関係 

 

○ 近年、補正予算等による補助金を活用した積極的な整備により、有線ブロー

ドバンド未整備地域の解消が大きく進展したが、依然として、未整備地域が一

部に存在する 9。前述のデジタル社会形成基本法で掲げられた理念等を踏まえ

れば、今後、未整備地域の解消を一層進めていくことが求められている 10。 

 

○ 基礎的電気通信役務制度は、インフラ整備が既に完了していることを前提

に、不採算地域を含めた日本全国におけるサービスの適切、公平かつ安定的な

                                                        
7 令和元年４月の周波数割当てにおいて、令和５年度までに LTE により居住地のエリア外
世帯をゼロにする旨の開設計画が認定されている。 
8 ４Ｇ等の携帯ブロードバンドサービスも、国民生活に不可欠であり、日本全国あまねく提
供されるべきサービスであるとは言い得るが、新たな交付金制度等の対象とする必要はな
いため、事業法における「基礎的電気通信役務」としては位置付けないことが適当である。 
9 令和３年度末時点で、有線ブロードバンドサービス（FTTH、CATV）の未整備エリアの
世帯数は約７万世帯、FTTH 未整備世帯は約 17 万世帯まで減少する見込みである。 
10 ただし、社会全体としての最低限の経済的合理性を確保する観点から、有線ブロードバ
ンドの整備・維持が費用対効果の観点から著しく合理性を欠き、当該地域の自治体にも有線
ブロードバンドの整備・維持に対するニーズが認められないような極限的な不採算地域に
ついては、例外的に、携帯ブロードバンドサービスによる補完的対応を図ることが適当であ
る。 



4 
 

提供を確保することを目的とした制度であり、インフラ整備を促進すること

それ自体を直接の目的とするものではない 11。 

 

○ しかしながら、新たな交付金制度の創設によって整備後の維持費用に対す

る支援が行われるとの見通しが立てば、現在、整備後のサービスの維持可能性

への懸念が理由となって整備が行われていない地域においても、整備が進む

ことが期待される。新たな交付金制度は、このような交付金制度の間接的な効

果も重視したものとすることが適当である。 

 
【第１章に関する研究会での議論】 

 

＜ブロードバンドサービスの「基礎的電気通信役務」化＞ 

（構成員の意見） 

〇 ＮＴＴ東西が 100％カバーしている電話とは異なり、有線ブロードバン

ドは全国を 100％カバーすることは現実には不可能であるため、現行法の

基礎的電気通信役務の規定をそのまま当てはめることができるかどうか

は更に検討が必要ではないか。 

 

＜基礎的電気通信役務として位置付けるブロードバンドサービス＞ 

（オブザーバの意見） 

〇 卸先事業者が提供するサービスを基礎的電気通信役務から除外するこ

とについては、制度の趣旨に照らし理解できる部分もあるが、同一地域で

規律の対象となる事業者とならない事業者が存在することになるので、競

争条件に不当な違いが生じないよう、配慮が必要である。 

〇 卸先事業者が提供するサービスを事業者規律の対象から除外すること

については、設備に着目した技術基準に関しては理解できるが、サービス

の利用者への影響に着目した約款規制については、むしろ市場シェア等を

基準とするのが政策目的に照らし自然ではないか。 

 

  

                                                        
11 したがって、有線ブロードバンド未整備地域解消のための初期整備費の支援は、引き続
き、「高度無線環境整備推進事業」等の国庫補助金や、関連する地方財政措置によって、行
われる必要がある。 
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第２章 新たな交付金制度の在り方 

 

２－１ 基本的考え方 

 

○ 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度では、基礎的電気通信役務が国

民生活に不可欠な役務であることに鑑み、不採算地域における基礎的電気通

信役務の安定的な提供を確保するための交付金制度（ユニバーサルサービス

交付金制度）を設けている。 

 

○ 具体的には、基礎的電気通信役務の全国的な提供が確保されることで利益

を受ける事業者が負担する負担金を原資として、不採算地域において基礎的

電気通信役務を提供する事業者（具体的には、東日本電信電話株式会社及び西

日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。））に対して、その赤字額

の一部を補填するための交付金を交付することとしている（事業法第１０６

条から第１１６条まで）。 

 

○ 今般の制度改正において、有線ブロードバンドサービス（具体的には、ＦＴ

ＴＨ及びＣＡＴＶインターネットのうちのＨＦＣ方式。ただし、自ら回線を設

置しない事業者が、他の事業者から卸電気通信役務の提供を受けて提供する

サービスを除く。以下特記のない限り同じ。）を「基礎的電気通信役務」の新

たな類型として位置付ける場合、有線ブロードバンドサービスについても、不

採算地域における基礎的電気通信役務の安定的な提供を確保するための交付

金制度を創設することが適当である。 

 

○ その際、新たに創設する交付金制度の具体的設計は、現行の電話に係るユニ

バーサルサービス交付金制度の仕組みを一応の参考としつつも、必ずしもこ

れにとらわれることなく、 

 ① 電電公社時代に全国整備の完了している電話と異なり、有線ブロードバ

ンドサービスについては、依然として、サービス提供の前提となるインフラ

整備が行われていない地域が一部に存在すること 

 ② ＮＴＴ東西等によって提供されている電話と異なり、有線ブロードバン

ドサービスは、全国規模の通信事業者だけでなく、ローカルなＣＡＴＶ事業

者、電力系の通信事業者、公設設備を保有する自治体等の様々な主体によっ

て提供されていること 

 ③ 基本的に都道府県単位でネットワークが構成される加入電話と異なり、
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有線ブロードサービスについては、各事業者が任意の地理的単位でネット

ワークを構築できるため、事業者間のサービスエリアの競合が複雑に発生

すること 

といった有線ブロードサービスサービスの特性を十分に踏まえたものとする

ことが適当である。 

 

２－２ 新たな交付金制度の目的 

 

新たに創設する交付金制度は、電話に係るユニバーサルサービス交付金制度

と同様、不採算地域におけるサービスの安定的な提供を確保することをその第

一義的な目的とするものであるが、電話と異なる有線ブロードバンドサービス

の特性を踏まえ、以下のとおり、「有線ブロードバンド未整備地域の解消促進」

と「公設公営・公設民営から民設民営への転換促進」もその副次的な目的とした

制度として設計することが適当である。 

 

【新たな交付金制度の目的】 

１．不採算地域におけるサービスの安定的な提供の確保 

地方における有線ブロードバンドサービスの重要な担い手であるローカル

事業者は、人口減少の進展に伴う利用者数の減少等の理由により採算性が悪化

しつつあり、今後、地方における人口減少が一層進展した場合には、地方にお

ける有線ブロードバンドサービスの維持が困難になると予想される。 

そこで、新設する交付金制度により有線ブロードバンドサービスの維持運用

経費を支援することで、不採算地域における有線ブロードバンドサービスの安

定的な提供を確保する。 

２．有線ブロードバンド未整備地域の解消促進 

 近年、補正予算等による補助金を活用した積極的な整備により、有線ブロー

ドバンド未整備地域の解消が大きく進展したが、依然として、未整備地域が一

部に存在する。整備が行われていない主要な理由の１つが、整備後のサービス

の維持可能性への懸念である。 

そこで、新設する交付金制度で整備後の維持運用経費を支援することによ

り、サービスの維持可能性への懸念を払拭し、未整備地域の解消を一層促進す

る。 

３．公設公営・公設民営から民設民営への転換促進 

現在、条件不利地域における有線ブロードバンドサービスの提供は、公設公
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営方式又は公設民営方式によって行われている場合が少なくない。 

一般に、地域住民のニーズに応じた通信サービスを提供する観点から、自治

体が通信サービスの担い手となったり、そのための設備を保有したりすること

自体は、必ずしも否定されるべきものではない。 

しかしながら、これらの方式による有線ブロードバンドサービスの提供は、

自治体に人材面・財政面での負担を恒常的に生じさせており、今後、人口減少

の進展に伴い条件不利地域の自治体の財政力が更に低下した場合には、このよ

うな方式でのサービス提供の継続は困難になると予想される。 

そこで、条件不利地域における安定的なサービス提供を中長期的に確保して

いく観点から、新設する交付金制度で民設移行後の維持運用経費を支援するこ

とを前提に、公設公営・公設民営から民設民営への移行を促進する。 

 

２－３ 新たな交付金制度の設計 

 

２－３－１ 支援対象区域の考え方 

 

（１）支援対象区域指定の必要性 

 

○ 新たな交付金制度は、不採算地域における有線ブロードバンドサービス

の安定的な提供を確保することをその第一義的な目的とするものである

が、有線ブロードバンドサービスは、一般的には収益性の高いサービスで

あり、大半の地域では、市場原理に基づくサービスの安定的な提供が行わ

れるものと考えられる。 

 

○ このため、新たな交付金制度では、サービス提供のためのコストが他の

地域に比べて高く、市場原理に委ねたのではサービスが維持されない可能

性が高い地域（高コストエリア）を特定した上で、当該地域でサービス提

供を行う事業者に限って、交付金による支援対象とすることが適当である
12。 

                                                        
12 現行の電話に係るユニバーサル交付金制度は、不採算地域におけるサービス提供の維持
を目的としつつも、支援対象となるエリアを予め不採算地域に限定する仕組みとはなって
いない。これは、特定の事業者（具体的には、ＮＴＴ東西）によって不採算地域を含めた全
国的なサービス提供が行われることを前提に、当該事業者の基礎的電気通信役務に係る収
支（部門別収支）の赤字額を補填すれば、結果として、（採算エリアにおけるサービス提供
により生じた収益と相殺した後の）不採算地域におけるサービス提供に要するコストを支
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○ また、有線ブロードバンドサービス市場においては、事業者間のサービ

スエリアの競合が複雑に発生しており、現に複数の事業者が競合的にサー

ビスを提供している地域において特定の事業者のみを支援対象とするこ

とは競争中立性を害することとなる。 

 

○ このため、新たな交付金制度では、原則として、特定の事業者が１者の

みで提供している地域（非競合エリア）を特定した上で、当該地域でサー

ビス提供を行う事業者に限って、交付金による支援対象とすることが適当

である。 

 

○ 以上を踏まえ、新たな交付金制度では、原則として、 

  ① サービス提供のためのコストが相対的に高く 13、かつ、 

  ② 特定の事業者が１者のみで有線ブロードバンドサービスを提供して

いる地域（競合事業者が存在しない地域）14 

  を「支援対象区域」として指定し、この「支援対象区域」でサービスを提

供する事業者に対して交付金による支援を行う仕組みとすることが適当

である 15。 

 

（２）支援対象区域の指定単位 

 

                                                        
援したことになるとの考え方に基づくものと考えられる。有線ブロードバンドサービスに
おいては、特定の事業者によって全国的なサービス提供が行われることを前提にすること
はできないので、このような考え方を採ることはできない。 
13 高コストエリアの特定は、例えば、各地域の面積や世帯数を変数として 1 回線当たりの
コストを推計する標準的なモデルによって行うことが考えられる。 
14 自ら回線設備を設置せず、他の事業者から卸電気通信役務の提供を受けてサービスを提
供する事業者（卸先事業者）は、「基礎的電気通信役務」を提供する事業者ではないため、
ここでの競合事業者には該当しない。また、新たな交付金制度が、基本的には、不採算地域
における回線設備の維持に必要な費用を支援するものであることを踏まえると、自ら回線
設備を部分的に設置していても、当該地域でのサービス提供に用いる回線設備の大部分を
他の事業者の設備に依存しているような事業者は、競合事業者とは評価しないことが適当
である。加えて、当該地域でサービス提供を開始してからの期間が一定期間（例：6 カ月）
に満たない事業者も、継続的にサービス提供が行われるかどうか見極めが必要であること
から、競合事業者とは評価しないことが適当である。 
15 ある地域が交付金の支援対象となり得ることを、有線ブロードバンドサービス事業者に
予め周知する必要があることから、支援対象区域の指定は、総務大臣が毎年度告示によって
行うこととするのが適当である。 
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○ 基本的に都道府県単位でネットワークが構成される加入電話と異なり、

有線ブロードバンドサービス市場では、各事業者が任意の地理的単位でネ

ットワークを構築できるため、事業者間のサービスエリアの競合が複雑に

発生し、同一の都道府県や市町村に複数の事業者が存在することが少なく

ない。 

 

○ そうした中、仮に都道府県や市町村を単位として支援対象区域を設定す

ると、高コストエリアであってもその大半が競合事業者の存在を理由とし

て支援対象区域から外れることとなり、「不採算地域における有線ブロー

ドバンドサービスの安定的な提供を確保する」という交付金制度の目的が

達成されないおそれがある。 

 

○ このような結果を回避する観点からは、新たな交付金制度では、可能な

限り小さい地理的単位で支援対象区域を設定することが望ましいが、他方

で、制度の運用に伴う事業者及び行政のコストにも留意する必要がある。 

 

○ このため、支援対象区域の指定は、原則として、過剰なコストが発生す

ることなく運用可能な最小の地理的単位であると考えられる「町字」を単

位として行うことが適当である 1617。 

 

（３）支援対象区域の分類 

 

○ 前述のとおり、新たな交付金制度は、不採算地域における有線ブロード

バンドサービスの安定的な提供を確保することをその第一義的な目的と

しつつ、同時に、有線ブロードバンド未整備地域の解消促進や公設公営・

公設民営から民設民営への転換促進もその副次的な目的とするものであ

る。 

 

○ このような新たな交付金制度の重層的な目的を踏まえ、支援対象区域の

指定に当たっては、 

  ① 純粋に当該地域における有線ブロードバンドサービスの提供を維持

                                                        
16 町字の一部に明らかな非居住エリアが含まれる場合など、一定の例外的な場合には、町
字の一部を支援対象区域として指定することも考えられる。 
17 支援対象区域の単位は省令事項となることが想定され、将来的に運用可能となった場合
には、より緻密な単位（例：緯度・経度に基づく地域メッシュ）で支援対象区域を指定する
ことも考えられる。 
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することを目的として交付金による支援対象とする区域（一般支援対象

区域）と 

  ② 当該地域における有線ブロードバンドサービスの提供を維持するこ

とに加えて、有線ブロードバンド未整備地域の解消促進や公設公営・公

設民営から民設民営への転換促進という特別の政策的要請も踏まえて

交付金による支援対象とする区域（特別支援対象区域） 

  とを区別して指定を行うことが適当である。 

 

○ その上で、 

① 一般支援対象区域で有線ブロードバンドサービスの提供を行う事業

者は、基本的に、自らの経営判断で当該区域におけるサービス提供を開

始したものと想定されるのに対し、 

② 特別支援対象区域で有線ブロードバンドサービスの提供を行う事業

者は、交付金によって維持費用の支援が行われることを前提に、当該区

域でのサービス提供を新たに開始したものと想定される 

という相違が認められることを踏まえ、以下のとおり、一般支援対象区域

と特別支援対象区域との間で、支援の考え方に一定の差異を設けることが

適当である。 

 

【支援対象区域の分類】 

１．一般支援対象区域 

市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が高い地域であり、

実際上の基準としては、①標準的なモデルに基づき推計したサービス提供

のためのコストが相対的に高く、②特定の事業者が１者のみでサービスを

提供している地域のうち、③特別支援対象区域以外の地域を指定すること

が想定される。 

これらの地域で有線ブロードバンドサービスの提供を行う事業者は、基

本的に、自らの経営判断で当該地域におけるサービス提供を開始したもの

と想定されることから、内部相互補助によるサービス維持が期待できる場

合には支援対象とする必要がない。 

このため、当該事業者の部門別収支に照らして支援の必要性が認められ

る場合に限って支援対象とすることが適当である 18。 

                                                        
18 有線ブロードバンドサービスが一般的には収益性の高いサービスであることを踏まえる
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２．特別支援対象区域 

市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が極めて高い地域

であり、実際上の基準としては、一般支援対象区域の要件①と要件②を充

たす地域のうち、❶改正法公布日以降 19に新たに自治体事業による整備が

行われた地域（新規整備地域）20や、❷改正法公布日以降に公設公営・公

設民営から民設民営への転換が図られた地域（民設移行地域）を指定する

ことが想定される。 

これらの地域で有線ブロードバンドサービスの提供を行う事業者は、交

付金によって維持費用の支援が行われることを前提に、当該地域でのサー

ビス提供を新たに開始するものと想定され、未整備地域の解消促進や民設

移行の促進という特別の政策的要請を実現するためには、内部相互補助を

前提とせずに支援を行う必要がある。 

このため、当該事業者の部門別収支を問わず支援対象とすることが適当

である。 

 

○ なお、中長期的な人口減少の進展を見据えた場合、一たび特別支援対象

区域として指定した地域であっても、人口減少の結果として、有線ブロー

ドバンドサービスの維持が費用対効果の観点から著しく合理性を欠き、携

帯ブロードバンドサービスによる補完的対応を図ることが適当となるこ

とも想定し得る。 

 

○ このため、このような将来的な可能性を考慮し、特別支援対象区域につ

いては、設備更新のタイミングで、当該地域の自治体の設備維持へのニー

ズを改めて確認し、指定の継続の要否を判断する仕組みを導入することが

適当である 21。 

                                                        
と、全国規模の通信事業者や電力系の通信事業者が一般支援対象区域について支援を受け
ることは現時点での見通しとしては想定し難く、一般支援対象区域について支援を受ける
のは、事実上、ローカルなＣＡＴＶ事業者等に限られるものと想定される。 
19 基準日は、「改正法公布日」以降ではなく、一定の確定日付（令和〇年〇月〇日）以降と
することも考えられる。 
20 新規整備地域については、モデル上の推計コストに関わらず、これまで現にサービス提
供が行われてこなかったという事実を重視し、当然に高コストであるとみなす（一般支援対
象区域の要件①は不要とする）ことも考えられる。 
21 具体的には、設備更新のタイミングで、当該地域の自治体に対し、更新費用の一定割合
（原則として、初期整備時における自治体の自己負担割合と同割合とすることを想定）を任
意で負担することの可否について意向を確認し、その結果を踏まえ、当該エリアの特別支援



12 
 

 

２－３－２ 支援対象事業者の考え方 

 

○ 新たな交付金制度の支援対象となる事業者は、支援対象区域で有線ブロー

ドバンドサービスを提供している民間事業者（支援対象区域をその基礎的電

気通信役務に係る業務区域に含む民間事業者）とすることが適当である 22。 

 

○ その上で、現行の電話に係るユニバーサルサービス交付金制度と同様、交

付金による支援を受ける事業者（適格電気通信事業者）に対しては、交付金

の算定・交付の前提として、基礎的電気通信役務に関する収支等を公表する

ことを求めることが適当である 23。 

 

○ なお、有線ブロードバンドサービスを提供している事業者は、公設公営の

自治体や特殊会社 24であるＮＴＴ東西を別とすれば、一般の民間企業であり、

このような事業者に対して不採算地域におけるサービス提供を法的に義務

付ける（新たな交付金制度への申請を義務化した上で、支援対象区域からの

撤退を禁止する）ことは、法制的に困難であると考えられる。このため、新

たな交付金制度の利用は任意とすることが適当である 25（⇒関連する論点に

                                                        
対象エリアとしての指定を継続するかどうかを判断する仕組みを導入することが適当であ
る。 
22 現行の電話に係るユニバーサルサービス交付金制度と同様、新たな交付金制度は、不採
算地域におけるサービス提供を維持するための民間事業者間での相互扶助の仕組みであり、
自治体の財政支援を目的としたものではないため、公設公営の自治体を支援対象とするこ
とは適当ではない。なお、公設公営の自治体が、設備を民間事業者に譲渡した場合や運営を
民間事業者に移管した場合には、当該民間事業者は交付金による支援対象となり得る。 
23 現行の電話に係るユニバーサルサービス交付金制度は、基礎的電気通信役務に関する接
続約款を定め、公表することを適格電気通信事業者の要件としている。これは、交付金の原
資となる負担金を負担する者（負担対象者）を、適格電気通信事業者の設備と直接的又は間
接的に接続している事業者等（接続電気通信事業者等）としている関係上、要件とされてい
るものである。有線ブロードバンドサービスにおいては、後述のように、有線又は無線のブ
ロードバンドサービスを提供する事業者全般を負担対象者とすることを想定しており、適
格電気通信事業者と負担対象者とのネットワークの相互接続性は、インターネットの特性
によって当然に担保されている。このため、接続約款の策定・公表は、新たな交付金制度に
おける適格電気通信事業者の要件としては、不要と考えられる。 
24 特殊会社とは、特定の目的のために特別法によって設立される会社をいう。 
25 この場合であっても、有線ブロードバンドサービスを提供する事業者は、サービス維持
のため必要な場合には、自ら交付金制度の利用を申請すると考えられるため、制度の実効性
に欠けるところはないと考えられる。 
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つき、【補論１】を参照）。 

 

２－３－３ 支援対象経費の考え方 

 

○ 新たな交付金制度の趣旨からは、支援対象とする経費は、支援対象区域で

サービス提供を行うことに伴い追加的に発生する費用に限定することが適

当である。 

 

○ このような考え方に基づき、設備コストについては、原則として、支援対

象区域のアクセス回線設備（最寄りの通信ビルから利用者宅までの回線設備

等）の維持に通常必要な費用を支援対象経費とすることが適当である。 

 

○ ただし、例外的に、中継回線設備のうち、専ら支援対象区域へのサービス

提供に用いられるもの等（例：離島への海底光ケーブル）については、その

維持に通常必要な費用も支援対象経費とすることが適当である。 

 

○ 支援対象経費となる設備コストには、設備の初期整備に要する費用は含ま

れないが 26、既設設備の更新に要した費用は、減価償却費として、更新年以

降の毎年の設備コストに含まれるものとすることが適当である 27。 

 

○ なお、設備コスト以外の費用（例：顧客管理コストや営業コスト）につい

ては、 

① 適格電気通信事業者が支援対象区域において果たすべき役割の範囲 

② 支援対象区域に存在し得る他の事業者（例：卸先事業者）との競争中立

性の確保 

等の観点を踏まえ、どこまでを支援対象経費とするかを、新制度の施行まで

の間に、審議会等のオープンな場で検討していくことが適当である。 

 

２－３－４ 支援額算定の考え方 

 

                                                        
26 前述のように、有線ブロードバンド未整備地域解消のための初期整備費の支援は、引き
続き、「高度無線環境整備推進事業」等の国庫補助金や、関連する地方財政措置によって、
行われることを想定している。 
27 ただし、前述のように、新たな交付金制度は自治体の財政支援を目的とするものではな
いことから、当該設備が自治体の設置する公設設備である場合は、その更新費用は支援対象
経費に含まれないものとすることが適当である。 
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新たな交付金制度の支援額については、①支援額算定の基礎となる費用の額

をどのように算定するか、②算定された費用の額を前提として、支援額をどの

ように算定するか、という２つの段階の考え方を整理する必要がある。 

 

（１）費用算定の考え方 

 

○ 費用算定の考え方としては、①各事業者の実際の費用をベースとする考

え方（実際費用方式）と、②標準的なモデルに基づき費用を算出する考え

方（標準モデル方式）の２つの方式が考えられる。 

 

○ このうち、①の実際費用方式については、費用額の事前の見通しが立た

ず、制度の安定的な運用が困難となる可能性があることや、事業者固有の

非効率性が温存される可能性があることから、新たな交付金制度において

は、原則として、②の標準モデル方式を採用することが適当である 28。 

 

○ ただし、今後、適正な標準モデルの構築が極めて困難であると認められ

た場合（例：海底光ケーブルの維持費用について、適正な標準モデルの構

築が極めて困難であることが判明した場合）には、例外的・補完的に、②

の実際費用方式を採用することも考えられる。 

 

○ なお、標準モデル方式を原則とする趣旨は、あくまでも制度の安定的な

運用を確保するとともに、事業者固有の非効率性が温存される可能性を排

除するためであることから、標準モデルの内容は、当該目的が達成される

限度で、各事業者の実際の費用に近いものであることが望ましいと考えら

れる 2930。 

 

（２）支援額算定の考え方 

 

                                                        
28 標準モデルの具体的内容については、省令事項となることが想定されるため、新制度の
施行までの間に、審議会等のオープンな場で検討していくことが適当である。 
29 実態に即した費用算定を行うという観点から、一般支援対象区域と特別支援対象区域と
では、異なる標準モデルを採用することも考えられる。 
30 このような観点から、例えば、特別支援対象区域（新規整備地域）における設備の更新費
用（減価償却費）等の算定に当たっては、初期整備費用の客観的な妥当性が（自治体による
公募プロセス等により）担保されているのであれば、当該初期整備費用を標準モデルにおけ
る入力値の１つとして採用することも考えられる。 
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○ 費用算定を前提とした支援額算定の考え方としては、①費用の一定部分

を支援対象とする考え方（ベンチマーク方式）と、②収入と費用を相殺し、

赤字部分を支援対象とする考え方（収支相殺方式）の２つの方式が考えら

れる。 

 

○ このうち、②の収支相殺方式については、事業者の料金設定と連動する

という問題があり、交付金支援を得る目的で不当な料金設定が行われる可

能性も否定できないことから、新たな交付金制度においては、原則として、

①のベンチマーク方式を採用することが適当である。 

 

○ ただし、特別支援対象区域については、収支が当然に赤字になると見込

まれることから、交付金支援を得る目的で不当な料金設定が行われる可能

性を制度上排除した上で 31、②の収支相殺方式を採用することが適当であ

る。 

 

２－３－５ 負担対象者の考え方 

 

○ 現行の電話に係るユニバーサルサービス交付金制度と同様、新たな交付金

制度においても、受益者負担の考え方を採用し、不採算地域におけるブロー

ドバンドサービスの提供が確保されることで利益を得る者全体に広く応分

の負担を求める仕組みとすることが適当である。 

 

○ ブロードバンドサービスを通じて行われるテレワーク、遠隔教育、遠隔医

療等のサービスは双方向のサービスであり、不採算地域も含めた日本全体に

おけるブロードバンドサービスの提供が確保される結果としてテレワーク、

遠隔教育、遠隔医療等のサービスの利用可能者が増加すれば、都市部を中心

とした採算地域の利用者も含め、全てのブロードバンドサービスの利用者が

受益することになる（⇒関連する論点につき、【補論２】を参照）。 

 

○ このように、不採算地域におけるブロードバンドサービスの提供が確保さ

れることの直接的な受益者はブロードバンドサービスの利用者であると考

えられるが 32、ブロードバンドサービスの提供事業者がサービスの価値に応

                                                        
31 例えば、収入を算定する際の利用者料金の額について、全ての有線ブロードバンドサー
サービス事業者の料金の平均額を用いることが考えられる。 
32 不採算地域も含めた日本全体におけるブロードバンドサービスの提供が確保される結果
として自らのサービスの利用可能者が増大するという意味では、OTT事業者も受益者であ
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じた料金を利用者から徴収していることを踏まえると、新たな交付金制度の

負担対象者は、ブロードバンドサービスの提供事業者とすることが適当であ

る 33。 

 

○ なお、有線ブロードバンドサービスだけでなく、無線ブロードバンドサー

ビスも、ある特定の場面では、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービ

スに利用されることが想定され、それに伴い無線ブロードバンドサービスの

利用者にも受益が発生すると考えられることから、有線・無線を問わず、ブ

ロードバンドサービスの提供事業者全般を負担対象者とすることが適当で

ある 343536。 

 

○ また、負担対象者であるブロードバンドサービス提供事業者が、負担を利

用者（エンドユーザ）に転嫁するかどうかについては、各ブロードバンドサ

ービス提供事業者の判断に委ねることが適当である 37。 

 

                                                        
るが、このような観点からの受益者負担の可能性については、ネットワークのコスト負担の
在り方全体を巡る議論の中で、中長期的な視点から、海外の事例も参考にしつつ、総合的に
検討していくことが適当である。 
33 利用者に発生する受益という点では、回線設置事業者によって提供されるサービスと卸
先事業者によって提供されるサービスとを区別する理由はないため、後者についても、負担
対象となるサービスと考えることが適当である。なお、この場合において、負担対象者を、
卸先事業者と考えるか、卸元である回線設置事業者と考えるか（後者の方式とした場合、回
線設置事業者が卸先事業者に負担を転嫁することが想定される）については、引き続き検討
していくことが適当である。 
34 同様の理由から、基礎的電気通信役務に該当しない有線ブロードバンドサービス（例：
ADSL）を提供する事業者も、後述する事業規模等の要件を充たす場合には、負担対象者と
することが適当である。 
35 ただし、新規参入直後の事業者など、事業規模の小さい事業者から直ちに負担を求める
ことが競争促進の観点から望ましくないことも想定されることから、負担対象者の範囲に
ついては、現行の電話に係るユニバーサル交付金制度と同様、事業者の規模等によって一定
の限定をすることが適当である。 
36 ただし、無線ブロードバンドサービスのうち、IoT 用途等を想定したサービスについて
は、負担対象としない（後述する契約数としてカウントしない）ことや、負担対象としつつ
も、契約数のカウント方法を修正することも考えられ、その取扱いについては、引き続き検
討していくことが適当である。 
37 「ユニバーサルサービス料金」という形で明示的に転嫁しない場合であっても、事業者の
サービス提供費用に影響が生じる以上、利用者料金への何らかの影響は生じざるを得ず、転
嫁を認めない制度とすることは実際上困難であると考えられる。 
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２－３－６ 負担金算定単位の考え方 

 

○ 現行の電話に係るユニバーサルサービス交付金制度においては、電話番号

数を負担金算定の単位とし、１番号当たりの番号単価により各負担対象者の

負担金額を算定している。これは、各負担対象者の受益の程度は、基本的に

は、利用者（エンドユーザ）の数に比例するとの考え方に基づくものである。 

 

○ 新たな交付金制度においても、同様の考え方から、原則として、ブロード

バンドサービスに係る契約数を負担金算定の単位とし、１契約当たりの契約

単価により各負担対象者の負担金額を算定することが適当である 38。 

 

２－４ 交付金制度の中長期的な在り方 

 

○ 前述のように、現状において、加入電話等は引き続き国民生活に不可欠なサ

ービスであることから、今般の制度改正においては、現行の電話に係るユニバ

ーサルサービス交付金制度は存置した上で、別途、有線ブロードバンドサービ

スに係る新たな交付金制度を創設することが適当であるが、中長期的には、こ

の点も含めて、見直す余地があると考えられる。 

 

○ その際は、特定のサービスの維持を目的とした現行のユニバーサルサービ

ス交付金制度の仕組み自体を見直し、各種サービスの前提となる不可欠基盤

（光ファイバ網等）の維持を目的とした新たな制度的枠組み（ユニバーサルア

クセス）へと転換を図ることも、１つの選択肢であると考えられる。 

 

○ 仮に、中長期的な課題として、ユニバーサルアクセスへの転換を検討してい

く場合であっても、今般の制度改正は、離島等を含めた全国的な光ファイバ網

の整備や公設設備の民設移行の促進等を通じて、円滑な制度転換のための素

地を準備するものと位置付けることが可能であると考えられる。 

 
【第２章に関する研究会での議論】 

 

＜基本的考え方、新たな交付金制度の目的＞ 

                                                        
38 ブロードバンドサービスの契約形態は様々であり、集合住宅向けサービスや法人向けサ
ービスにおいては契約数とエンドユーザ数が必ずしも一致しない場合があるが、このよう
な場合の扱いについては、新制度の施行までの間に、審議会等のオープンな場で検討してい
くことが適当である。 
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（構成員の意見） 

〇 未整備エリアの解消等の今回の制度が目指す効果と、交付金の額が適正

な金額に収まっていることとのバランスを、定期的に検証できる仕組みを

当初からビルトインしておく必要があるのではないか。 

〇 電話は、ラストリゾート事業者のＮＴＴ東西が、赤字エリアを含めた日

本全国で内部相互補助を前提としてサービスを提供しているのに対し、ブ

ロードバンドは、官民が協力し合いながらインフラを整備してきたもので

あり、多様な事業者がサービスを提供しているため、競争中立性の観点が

特に重要である。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 公設公営・民営から民設民営への移行には賛成だが、民設移行した場合

の人材の確保について、配慮が必要である。 

 

＜支援対象区域の考え方、支援対象事業者の考え方＞ 

（構成員の意見） 

〇 特別支援対象区域において、その地域の中小事業者が覚悟を持って公設

民営の設備を引き受けたにも関わらず、別の事業者が参入して支援対象外

になるといったことが起こってもよいかは疑問。場合によっては、後から

競合事業者が現れた場合には、ある程度の移行期間を認めることも考えら

れるのではないか。 

〇 特別支援対象区域の指定について、改正法の公布日以降に新規整備や民

設移行されたもののみを対象とすると、法改正を待ってから新規整備や民

設移行をするインセンティブが生じてしまう可能性があるのではないか。 

〇 支援対象区域、特別支援対象区域、無線ブロードバンドで補完すること

になる極端な高コスト区域の３つの区域を振り分ける基準を考える必要

があるのではないか。 

〇 特別支援対象区域については、部門別収支が黒字の事業者であっても支

援対象とするのは、提供エリアの拡張・維持へのインセンティブを与える

という意味で良い仕組みである。 

〇 未整備エリアには、真に不採算なエリアだけでなく、自治体の情報化へ

の関心が低いためにこれまで整備されてこなかったエリアを含む可能性

があることに留意が必要である。 

〇 特別支援対象区域よりも一般支援対象区域の方が競争中立性の要請が

強いのだとすれば、一般支援対象区域において内部相互補助を前提として

いることには、やや違和感がある。 
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〇 現行の電話に係るユニバーサルサービス交付金制度は手挙げ制となっ

ており、事業者の自発的な対応に依存する仕組みとなっているが、今回は、

何らかの強制力を持たせる仕組みが必要かもしれない。 

〇 有線ブロードバンドを維持することが極めて不合理な場合には、無線ブ

ロードバンドに移行するような仕組みも用意したほうが良いのではない

か。 

〇 将来的に地方の人口減少が更に進むであろうことを踏まえると、交付金

制度自体をやめる場合の条件も考えておくことが必要ではないか。 

〇 今後のブロードバンドの利用の仕方を考えると、人が住んでいない場所

にはサービス提供がなくてよいかは議論の余地がある。例えば、現在、第

一次産業の支援のために５Ｇを活用することが行われており、今後、有線

ブロードバンドについても様々な利用の形態が考えられるのではないか。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 条件不利地域であっても、インターネットは生活インフラとして極めて

重要である。 

〇 支援対象区域における競合事業者の考え方について、他事業者のダーク

ファイバを利用して相互接続によりサービスを提供する接続事業者は、卸

先事業者と同様、競合事業者としてはカウントしないことが適切ではない

か。 

 

＜支援対象経費の考え方、支援額算定の考え方＞ 

（構成員の意見） 

〇 事業者の非効率性を排除する観点から、費用の算定や支援額の算定をモ

デルに依拠すること自体は理解できる。今後十分に議論して適切なモデル

を模索していかなければならない。 

〇 一般支援対象区域と特別支援対象区域を別扱いとすることに賛成。ま

た、特別支援対象区域については、支援額を収支相殺方式で算定する可能

性もありうるとしているのは十分理解できる。 

〇 支援対象となる事業者が多くなり得ることから、各事業者の非効率性を

どこまで排除するかは難しい問題ではあるが、一般支援対象区域について

は、各事業者に効率的な運用を促すという意味で一定のモデルで交付金額

を算定することに賛成である。 

〇 海底光ケーブルのような、サンプルが極めて少なく、モデルの作りよう

がないと考えられるものについては、支援額の算定にあたって実際費用方

式も選択肢に入れておいた方が良いのではないか。 
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〇 交付金の算定に当たって一定の非効率性排除の仕組みは不可欠だが、特

別支援対象区域は、そもそも市場に委ねていたのでは自発的な整備が全く

期待できない区域であるため、可能な限り実際費用や実際収入を用いた仕

組みとするべきではないか。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 仮にＮＴＴ東西に対して有線ブロードバンドに関するラストリゾート

責務を課すのであれば、ラストリゾート責務に基づきサービス提供を行う

エリアについては、内部相互補助を前提とせず、料金収入では賄えない実

際費用を交付金による補填の対象とする必要がある。 

〇 自治体事業によって整備が行われている場合、無駄な投資が行われてい

ないか査定されており、適切なコストに基づく設備構築が行われていると

考えられる。このような場合には、全てをモデルで算定してしまうのでは

なく、公費による負担分を除いた上で、実際費用を採用する等、状況によ

ってモデルと実際費用を組み合わせたハイブリッドとした方が、より適切

なコスト算定になるのではないか。 

〇 ブロードバンドサービスの提供に要するコストは、東京から遠い通信事

業者ほどトランジット料金が高額となるので、そうした地理的な事情も勘

案した柔軟な支援策が望ましいのではないか。 

 

＜負担対象者の考え方、負担金算定単位等の考え方＞ 

（構成員の意見） 

〇 負担金の算定を契約数ベースとする場合でも、スマートフォン等を複数

台持っている人はその分負担が増えるのか、それとも世帯単位でまとめて

負担額を設定するのかなど、いくつかの考え方があり得る。考え方を整理

した上で、個々のユーザの負担額が具体的にどれくらいになるのかを可能

な限り早く示すべきである。 

〇 負担金について納得感を持ってもらえるかどうかが、この制度が成功す

るかどうかの一番のポイントである。携帯料金が値下げされている中で、

相対的に負担額が大きいと制度となると、制度を維持できなくなる可能性

もある。制度設計の段階で、現実的な負担額になるよう交付金の総額を抑

える仕組みが必要である。 

〇 最終的には別の場で決めることになるのは理解するが、負担対象者とな

る無線ブロードバンド事業者の範囲をどこまでとするかも、重要なポイン

トである。 

〇 ＯＴＴ事業者がブロードバンドサービスによって受益していることは
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明らかであり、実際には、条件不利地域の利用者であっても、トラヒック

の大半は動画視聴等のＯＴＴサービスであろうことを踏まえると、ＯＴＴ

事業者に対して負担を求める可能性については、海外動向も踏まえ、引き

続き検討していくべきである。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 不特定多数の上位レイヤーの事業者から負担金を徴収することには困

難が予想され、今回の制度改正において、上位レイヤーの事業者は負担対

象者としないという結論は支持できる。その一方、今後の検討課題として

は、上位レイヤーの事業者に負担を求める可能性についても、検討してよ

いのではないか。 
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【補論１】 いわゆるラストリゾート事業者に期待される役割 

 

○ 電話に関しては、日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第

８５号。以下「ＮＴＴ法」という。）第３条において、ＮＴＴ東西及び日本電

信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西等」という。）に対して、「国民生活に不可

欠な電話のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供に寄与」す

る責務が課されており、これを受け、ＮＴＴ東西が、現に日本全国で加入電話

等のサービスを提供している。 

 

○ 有線ブロードバンドサービスに関しても、ＮＴＴ東西が現に全国規模の光

ファイバ網等を有していることに着目し、ＮＴＴ東西等に対し、電話の場合に

類する特別な役割（いわゆるラストリゾート事業者としての役割）を果たすこ

とを期待する意見がある。具体的には、 

 ① 有線ブロードバンドサービスが未提供の地域において、当該地域の自治

体から要望があり、他の事業者がこれに応じないときは、サービスの提供を

行うこと 39 

 ② 他の事業者が全て撤退した結果、有線ブロードバンドサービスの提供が

行われなくなる見込みの地域が生じた場合に、サービスの提供を引き継ぐ

こと 40 

 等を期待する意見があり 41、ＮＴＴ東西等が政府出資を受ける特殊会社である

こと 42に着目し、このような役割をＮＴＴ法におけるＮＴＴ東西等の新たな責

務として規定すべきとの意見もある。 

 

                                                        
39 有線ブロードバンドの初期整備自体は引き続き国庫補助金等を用いて自治体が主体とな
って行うことを前提とすると、この場合にラストリゾート事業者に期待される役割は、「自
治体主体の公募事業による整備が行われる場合において、他に応札者がいないときは、自ら
契約すること」となる。 
40 撤退する他事業者が設置していた回線設備をラストリゾート事業者がそのまま利用でき
る場合は、当該設備の譲渡を受けた上で、サービス提供を継続することになるが、実際には、
技術仕様の相違等の理由により、このようなケースは稀であると考えられる。他事業者の回
線設備を利用できない場合は、回線設備の再整備が必要となり、このような再整備は自治体
が主体となって行うことを前提とすると、この場合にラストリゾート事業者に期待される
役割は、結局のところ、①の場合と同じく、「自治体主体の公募事業による整備が行われる
場合において、他に応札者がいないときは、自ら契約すること」となる。 
41 なお、有線ブロードバンドサービスについては、電話の場合のように特定の事業者が日
本全国でサービス提供を行うことを期待する意見は見られない。 
42 政府出資の直接の対象は日本電信電話株式会社であり、NTT 東西は日本電信電話株式会
社の完全子会社である。 
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○ 確かに、現在のＮＴＴ法第３条の責務規定は、ＮＴＴ法が制定された当時の

状況を前提に設定されたものであり、通信技術の進展や社会情勢の変化等を

踏まえ、民主的な検討及び決定のプロセスを経て、その内容を時代に適合した

ものとなるよう改めること自体は、制度の在り方として、否定されるものでは

ない。 

 

○ しかしながら、 

 ① 現状において、加入電話等は依然として国民生活に不可欠なサービスで

あり、ＮＴＴ東西等の電話に関する責務は当面は引き続き維持する必要が

あると考えられること 

 ② ＮＴＴ東西等に過剰な法的責務を課すことは、ＮＴＴ東西等の自主的判

断の余地を狭め、ＮＴＴ東西等の企業体としての合理的経営を損なうおそ

れがあること 

 を踏まえると 43、今般の制度改正における対応として、ＮＴＴ東西等に対して、

有線ブロードバンドサービスに関するラストリゾート事業者としての法的責

務を課すことは、必ずしも適当ではないと考えられる。 

 

○ その一方、今後、デジタル社会形成基本法で掲げられた理念等を踏まえ、有

線ブロードバンド未整備地域の解消や公設公営・公設民営からの民設移行等

を進めていくためには、新たな交付金制度による支援も活用した上での、ＮＴ

Ｔ東西やその他の有線ブロードバンドサービス事業者の協力が不可欠である。 

 

○ そこで、有線ブロードバンド未整備地域の解消や公設公営・公設民営からの

民設移行等を、国・自治体・事業者が連携して進めていく上での道筋を明らか

にする観点から、ＮＴＴ東西やその他の有線ブロードバンドサービス事業者

（例えば、特別支援対象区域の適格電気通信事業者となり得る事業者）に対し、

不採算地域における有線ブロードバンドサービスの提供等に関する計画 44の

                                                        
43 加えて、電電公社時代の公的独占の下でインフラが整備された電話と、民営化後の競争
環境下でインフラが整備された有線ブロードバンドサービスとでは、議論の前提が異なる
ことを指摘する意見もあった。その一方、民営化後に整備された有線ブロードバンドサービ
スのインフラも、電電公社から承継した局舎、管路、とう道等を利用して整備されたもので
あることを指摘する意見もあった。 
44 このような計画に対し、政府側も一定の関与・コミットを行い、不採算地域における有線
ブロードバンドの整備・維持に関する一種の「官民協定」として位置付けることも考えられ
る。計画に対する政府側の関与やコミットを明確にするという意味で、計画に何らかの（省
令レベルも含めた）制度上の位置付けが与えられることが望ましいが、その具体的な在り方
については、総務省において、他分野の例も参考にしつつ、引き続き検討を行うことが適当
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公表等を求めることが適当である。 

 

【補論１に関する研究会での議論】 

 

（構成員の意見） 

〇 ラストリゾート事業者が、自治体から新規整備等の要望を受けた場合に

は断ることができないとするならば、交付金の規模は自治体の意向に左右

されることになるのではないか。 

〇 有線ブロードバンドサービスの全国的な提供を確保していく上で、ＮＴ

Ｔに期待される役割は大きい。一方で、電話に関する責務に加えて、ブロ

ードバンドサービスに関する責務まで法的義務として課すと、ＮＴＴの経

営の自由度を制約しすぎるのではないかという懸念がある。 

〇 ＮＴＴは公法人である一方でグローバルに展開する民間事業者でもあ

るので、ステークホルダーに説明できないような制度は、上場企業にふさ

わしくない。そうした観点からは、ラストリゾート責務を果たすために発

生する費用を算定した上で、官民協定あるいは事業計画の認可に含めるこ

とも考えられるのではないか。 

〇 赤字の全額が交付金によって補填されるようなスキームにはならない

可能性がある中で、ラストリゾート事業者にどこまで義務を負わせ、ラス

トリゾート事業者がどこまで自己の判断で行動できる仕組みにするかを

検討する必要がある。 

〇 公営のサービスを民間事業者に移行させる場合、ＮＴＴのネットワーク

は他者と比べると品質の高いものを使っていることが多いため、ＮＴＴに

移行するとかえって費用がかさむ可能性がある。地元密着の事業者が引き

受けた方が、安価に運用できる場合もあるのではないか。 

〇 ラストリゾート事業者に責務を課すのであれば、例えば、大規模災害で

設備が破損した場合には無線ブロードバンドに切り替えることが許容さ

れるのか等についても、整理が必要ではないか。 

〇 ラストリゾート事業者の役割を考える上では、デジタル社会形成基本法

のことも念頭に置いたほうがよいのではないか。必ずしも一直線に演繹で

きるわけではないが、このような方針を国として掲げている以上、誰かに

ブロードバンドサービスの提供を最終的に担保してもらう必要があり、そ

れが既に電話において責務を担っているＮＴＴであると考えること自体

は、特に不自然ではないのではないか。 

                                                        
である。 
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〇 一般に、国等の公的機関が担ってもよいはずの事柄を民間事業者に任せ

るのは、民間の創意工夫により、国が直接に実施するよりも効率的に目的

を達成できるからであると考えられる。そうだとすれば、仮にＮＴＴにラ

ストリゾート事業者としての責務を課すのであれば、その内容は、企業体

としてのＮＴＴが創意工夫を発揮して実現できるような合理的なもので

ある必要がある。 

〇 電話が公的な独占からスタートしたサービスであるのに対し、ブロード

バンドは最初から民間事業者間の競争に依拠して普及してきたサービス

であることを踏まえると、ブロードバンドのラストリゾート責務において

内部相互補助をどこまで当然視してよいかは慎重な議論が必要である。ラ

ストリゾート事業者が役務提供の要請を受けたとき、受入れるか否かを判

断する何らかのコスト上限等を設けるべきではないか。 

〇 ＮＴＴに期待される役割が大きいことは理解できるが、ラストリゾート

責務という極めて重い責務を課すためには、明確な根拠が必要なのではな

いか。 

〇 既存事業者が撤退し、その地域におけるサービス提供をラストリゾート

事業者が引き継ぐ場合、譲り受けた設備をそのまま使えることは少なく、

実際には設備は全て再整備し、顧客だけを引き継ぐことになるのではない

か。 

〇 例えば、ＮＴＴと総務省が、一定期間ごとに、有線ブロードバンドサー

ビスの整備・維持に関する計画を官民協定として締結したりするなど、Ｎ

ＴＴに対して一定のコミットメントを求めていくような柔軟なアプロー

チも考えられるのではないか。 

〇 例えば、一定期間ごとに、ＮＴＴが、ラストリゾート事業者としての責

務をどのように果たしていくのか、どのような場合には無線ブロードバン

ドで代替するのか、どのような地域を優先的に整備していくのか等々を計

画で示し、政府がそれを受け入れるというような仕組みも考えられるので

はないか。 

〇 不採算地域における有線ブロードバンドサービスの提供等に関する計

画は、「法律による行政」の見地や透明性を確保する見地から、省令レベ

ルに留まらずに、法律レベルで制度上の位置付けを明記しておくことが望

ましいのではないか。 

〇 「官民協定」に関しては、他分野の制度の例も調べた上で、電気通信分

野にふさわしい制度の在り方について、更に検討する必要があるのではな

いか。 

〇 不採算地域における有線ブロードバンドサービスの提供等に関する計
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画の公表は重要であり、公表された内容を様々な角度（計画の合理性、実

現可能性、利用者からみた必要性等）からチェックができる仕組みが必要

である。 

〇 退出規制を事業者に課すことは難しいという結論を支持する。このこと

を踏まえれば、「公表等を求める」とされている計画は、基本的には任意

のものと考えるべきではないか。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 政府出資の特別な法人であるということや、有線ブロードバンドを敷設

するために必要な局舎、電柱、管路等の物理的なインフラを全国津々浦々

に持っていることを踏まえれば、ラストリゾート責務を担う事業者として

は、ＮＴＴ東西がふさわしいのではないか。 

〇 線路敷設基盤について、例えば電柱は、電力系の通信事業者の親会社等

である電力会社の方が相対的に多いという点も勘案すべきである。 

〇 ラストリゾート責務を担保するための制度上の位置付けとしては、ＮＴ

Ｔ法に規定するのが最もわかりやすいのではないか。その際、電話の責務

よりも緩和した形で責務を規定することも考えられるのではないか。 

〇 新たな交付金制度の利用は任意なのだとすれば、不採算地域において、

現在有線ブロードバンドサービスを提供している事業者が撤退する可能

性は否定できず、そうした場合にサービス継続を担保するためのラストリ

ゾート事業者はやはり必要ではないか。 

〇 ラストリゾート事業者の候補としては、ＮＴＴ東西が現実的であり、ラ

ストリゾート責務の制度的担保として、ＮＴＴ法の改正も含め検討してい

くべきではないか。 

〇 仮にＮＴＴ法を改正する場合、法律全体の整合性を取るためにＮＴＴ東

西に課されている規制の一部を緩和するといったことはせず、あくまでブ

ロードバンドサービスのラストリゾート責務だけを規定するべきである。 

〇 無線ブロードバンドが令和５年度には一部のＭＮＯにより全国整備さ

れる見込みであることや、今後無線ブロードバンドが更に高速化し、サー

ビス品質も安定していくことを踏まえると、ラストリゾート責務について

も必ずしも有線ブロードバンドを前提とする必要はないのではないか。 

〇 不採算地域における有線ブロードバンドサービスの提供は、ＮＴＴ東西

だけでなく、電力系の通信事業者やＣＡＴＶ事業者等も含めた様々な事業

者が連携して確保していくことが合理的である。 

〇 不採算地域の有線ブロードバンドサービスをどのように確保していく

かと、今後展開されていく５Ｇ向けの光ファイバ網をどのように整備・維
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持していくかは別の論点であり、今回の議論が拡大解釈されないよう留意

すべきである。 

〇 ＮＴＴ東西に実質的なラストリゾート事業者としての役割を果たして

もらうため、不採算地域における有線ブロードバンドの提供等に関する計

画については、明確な法律上の位置付けを与えるべきである。 
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【補論２】 放送のブロードバンドによる代替との関係 

 

○ 放送のブロードバンドによる代替の可能性を含めた放送ネットワークイン

フラの将来像については、現在、「デジタル時代における放送制度の在り方に

関する検討会」（座長：三友仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）

における検討項目の１つとして議論が行われているところであり、その内容

が本研究会の提言とも整合したものとなるよう、事務局間で十分な連携を図

ることが重要である。 

 

○ 放送サービスは、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等の双方向のサービスと

異なり、基本的に一方向のサービスであり、特定の地域において放送サービス

が有線ブロードバンドサービスを通じて提供されるとしても、そのこと自体

は、他の地域でブロードバンドサービスを提供する事業者やその利用者に受

益をもたらすものではない。 

 

○ このため、仮に、放送のブロードバンドによる代替を実現するために追加的

なコストが発生したとしても、当該コストを有線ブロードバンドサービスに

関する新たな交付金制度によって支援することは制度上困難であり、当該コ

ストは、少なくとも第一義的には、放送のブロードバンドによる代替の直接の

受益者である放送事業者等によって負担されるべきものと考えられる。 

 

○ なお、将来的に放送のブロードバンドによる代替が実現した場合、不採算地

域において有線ブロードバンドサービスを提供する事業者の収入が増加し、

当該事業者の収支が改善するケースも想定し得る。この場合には、当該事業者

に対して交付すべき交付金の額がその分抑制され、交付金の総額の減少につ

ながる可能性がある。 

 
【補論２に関する研究会での議論】 

 

（構成員の意見） 

〇 本研究会で議論しているのは、ベストエフォートのブロードバンドサー

ビスであるが、放送コンテンツをブロードバンドで提供する場合、帯域確

保や品質保証が必要となると想定されるので、両者は、実質的に別のサー

ビスと考えられるのではないか。 

〇 放送のブロードバンド代替に要する費用が新たな交付金制度による支

援の対象とはならないという整理に賛同する。その一方、一般の利用者か
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らすると、ブロードバンドでテレワーク等を行うことと放送コンテンツを

視聴することの区別がつきにくいのは事実であり、今回の整理について

も、最終取りまとめの中で明記しておくべきではないか。 

〇 「ブロードバンドが日本全国で使えるようになるのだから、ミニサテラ

イト局はブロードバンドで代替すればよい」と放送事業者が単純に考えて

いる可能性がある。今回の交付金制度で、本来は放送事業者等が負担すべ

き費用まで支出されるという誤解が広がらないよう、今回の整理を最終取

りまとめに明記しておく必要がある。 

〇 将来、放送がブロードバンド上で一種のＯＴＴサービスとして提供され

る可能性もあり、そうした可能性も視野に入れて、ＯＴＴ事業者に負担を

求める可能性についても検討すべきである。 

 

  



30 
 

第３章 事業者に対する規律の在り方 

 

３－１ 基本的考え方 

 

○ 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度は、基礎的電気通信役務が国民

生活に不可欠な役務であることに鑑み、その適切、公平かつ安定的な影響を確

保するため、基礎的電気通信役務を提供する事業者に対して、①契約約款の届

出義務、②会計整理義務、③役務提供義務、④技術基準適合維持義務等の各種

規律を課している（事業法第１９条、第２４条第１号イ、第２５条第１項、第

４１条第２項及び第３項等）。 

 

○ 今般の制度改正において、有線ブロードバンドサービスを「基礎的電気通信

役務」の新たな類型として位置付ける場合、基礎的電気通信役務の適切、公平

かつ安定的な提供を確保するため、有線ブロードバンドサービスを提供する

事業者に対しても、一定の規律を課すことが適当である。 

 

○ ただし、有線ブロードバンドサービスと電話とでは、市場環境や技術的特性

が大きく異なることから、有線ブロードバンドサービスを提供する事業者に

対して課す規律の具体的内容は、有線ブロードバンドサービスの特性を十分

に踏まえたものとすることが適当である。 

 

○ なお、現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度において事業者に対して

課されている各種規律については、現行の規律を維持することを原則とする

が、平成１３年の制度創設以来の約２０年にわたる運用状況を踏まえ、特に見

直しが必要と考えられる事項については、今般の制度改正を機に、所要の見直

しを行うことが適当である。 

 

３―２ 具体的検討 

 

３－２－１ 契約約款の作成・届出義務等 

 

（１）現行法の規律 

 

○ 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度において、基礎的電気通信役 

務を提供する事業者は、役務の公平な提供に努めなければならないとされ
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ている（事業法第７条）。この場合の「公平性」とは、誰もが原則として地

域間格差なく同等の条件でサービスを利用できることを意味すると理解

されている。 

 

○ 現行法が、基礎的電気通信役務を提供する事業者に対し、契約約款の作

成・届出等を義務付けているのは（事業法第１９条）、主として、この役

務提供の公平性を担保するためであると考えられる 4546。 

 

（２）今般改正における対応 

 

○ 今般、有線ブロードバンドサービスを「基礎的電気通信役務」の新たな

類型として位置付ける場合、有線ブロードバンドサービスについても、役

務提供の公平性を制度上担保する観点から、契約約款の作成・届出義務等

を課すことが適当である。 

 

○ ただし、有線ブロードバンドサービスは、利用態様が多様であり、相対

契約へのニーズが特に高いことから、有線ブロードバンドサービスについ

ては引き続き相対契約を認め、届出のあった約款は、相対契約を行わない

場合に適用される約款と位置付けることが適当である 47。この場合であっ

ても、利用者は、事業者が相対で提示した提供条件に不満がある場合は、

届出約款によるサービスを受けることができることから、役務提供の公平

性は担保されるものと考えられる。 

 

○ また、有線ブロードバンドサービスは、利用態様が多様であり、提供条

件の変更が比較的頻繁に行われているという実態を踏まえ、事業者の負担

                                                        
45 例えば、基礎的電気通信役務を提供する事業者が、約款中の料金において一定の地域間
格差を設ける場合には、格差を例外的に許容するだけの合理的理由が存在することが必要
となる。 
46 届出のあった契約約款の内容が著しく適正性を欠くとき（事業法第 29 条の業務改善命令
の対象ともなり得るようなとき）には、総務大臣は、契約約款の変更を命ずることができる
とされており、これにより、基礎的電気通信役務の提供の最低限の適切性も担保されている
ものと考えられる。 
47 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度と同様、有線ブロードバンドサービスについ
ても、基礎的電気通信役務の提供の最低限の適切性を担保する観点から、届出のあった契約
約款の内容が著しく適正性を欠くとき（事業法第 29 条の業務改善命令の対象ともなり得る
ようなとき）には、総務大臣は、契約約款の変更を命ずることができるものとすることが適
当である。 
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軽減の観点から、届出義務の対象について一定の緩和措置を講ずることが

適当である 48。 

 

○ なお、契約約款の作成・届出義務等を、交付金による支援を受ける事業

者に限って課すことについては、 

 ① 届出約款の適用範囲を支援対象区域に限った場合には、適格電気通信

事業者の役務提供条件について、支援対象区域と非支援対象区域との間

で差異が生じるおそれがあり、公平性の要請を貫徹できない 

 ② 届出約款の適用範囲を支援対象区域に限らない場合には、適格電気通

信事業者と非適格電気通信事業者との間で非支援対象区域における競

争条件に差異が生じ、事業者間の競争条件の均等性が損なわれる 

 といった問題があるため 49、今般改正における対応としては適当ではない

と考えられる 50。 

 

３－２－２ 会計整理義務 

 

（１）現行法の規律 

 

○ 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度において、基礎的電気通信役

務を提供する事業者は、電気通信事業会計規則（昭和６０年郵政省令第２

６号）に従って会計を整理することが義務付けられている（事業法第２４

条第１号イ）。これは、基礎的電気通信役務としての「役務提供の適切性」

の１つの要素である料金の適正性について、行政が確認できるようにする

ための規律である。 

 

○ なお、基礎的電気通信役務を提供する事業者のうち、交付金による支援

を受ける事業者に対しては、交付金の算定・交付の前提として、基礎的電

気通信役務に関する収支等の公表が義務付けられている（事業法第１０８

                                                        
48 具体的には、例えば、一定期間に限って適用される提供条件であって、通常時の提供条件
よりも利用者に有利なものについては、省令上、届出を要しないものとすることが考えられ
る。 
49 加えて、いずれの場合においても、非適格電気通信事業者については役務提供の公平性
が制度上担保されないという問題がある。 
50 ただし、契約約款の作成・届出義務等の解釈・運用上、適格電気通信事業者と非適格電気
通信事業者とで異なった基準が適用されることはあり得る。例えば、届出のあった契約約款
に含まれる料金の適正性を判断する場面では、交付金による支援を受けているかどうかが
１つの重要な考慮要素となり得るものと考えられる。 
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条第１項第１号）。 

 

（２）今般改正における対応 

 

○ 料金の適正性が基礎的電気通信役務としての「役務提供の適切性」の１

つの要素であることは今日でも変わらず、行政が何らかの方法で基礎的電

気通信役務の料金の適正性を確認できるようにしておくこと自体は、引き

続き必要と考えられる。 

 

○ しかしながら、 

① 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度は、平成１３年の制度創設

以来、約２０年にわたって運用されてきたが、その間、基礎的電気通信

役務である加入電話等の料金の適正性について疑義が生じたことはな

く、今後もそのような疑義が生じる可能性は低いこと 

② 現在、有線ブロードバンドサービスについては事業者間の競争を通じ

て概ね適正な料金設定が行われていることに鑑みれば、今般、有線ブロ

ードバンドサービスを「基礎的電気通信役務」に追加した場合でも、料

金の適正性について疑義が生じる可能性は低いこと 

③ 市場支配力を有する事業者が競合事業者を排除するために不当な料

金設定を行う可能性については、指定電気通信役務制度によって、別途、

対応可能であること 

を踏まえれば、基礎的電気通信役務を提供する事業者に対して一律の会計

整理義務を課す必要性は、最早認められないものと考えられる。 

 

○ このため、今般の制度改正を機に、電話・有線ブロードバンドサービス

を問わず、基礎的電気通信役務を提供する事業者に対する一律の会計整理

義務は廃止することとし、料金の適正性の確認は、特に必要な場合に料金

の算定根拠等を事業者から個別に報告徴収することで行うこととするの

が適当である 51。 

 

３－２－３ 役務提供義務 

 

                                                        
51 加えて、政策検討の前提として、基礎的電気通信役務の提供を確保するために社会全体
で発生しているトータルコストを把握する観点から、基礎的電気通信役務を提供する事業
者に対して、年次の定期報告等の形で、一定の事項の報告を求めることが考えられる。 
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（１）現行法の規律 

 

  現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度において、基礎的電気通信役務

を提供する事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における役務の

提供を拒んではならないとされている（事業法第２５条第１項）52。これは、

基礎的電気通信役務が国民生活に不可欠な役務であることに鑑み、その役務

提供の公平性・安定性を確保するための規律である。 

 

（２）今般改正における対応 

 

○ 役務提供義務は、基礎的電気通信役務が「国民生活に不可欠な役務」と

位置付けられていることの制度上の帰結であるから、今般、有線ブロード

バンドサービスを「基礎的電気通信役務」の新たな類型に位置付けること

に伴い、有線ブロードバンドサービスを提供する事業者に対しても、役務

提供義務を課すことが適当である 53。 

 

○ ただし、 

① 基礎的電気通信役務の役務提供義務は、事業者によるエンドユーザに

対する役務提供の公平性・安定性を確保するためのものであり、事業者

間の卸契約を念頭に置いたものではないと考えられること 

② 有線ブロードバンドサービスについては現に広く卸契約が行われて

いるが、この場合の卸元事業者と卸先事業者との契約については、原則

として、契約締結の可否も含め、事業者間の交渉の自由を尊重すべきと

                                                        
52 一般の取引においては、契約自由の原則の下、事業者は、利用者に対して役務を提供する
義務を負うものではないが、基礎的電気通信役務においては、「正当な理由」があることの
説明責任は事業者の側に課されている。 
53 役務提供義務における「正当な理由」の内容は、交付金による支援を受けている区域と
それ以外の区域とで異なり得るものと考えられる。具体的には、事業者の業務区域に含ま
れる区域であっても、当該区域について交付金による支援を受けていない場合は、個別の
ケースで採算性を著しく欠くことが役務提供を拒否する「正当な理由」となり得るが、事
業者が当該区域について交付金による支援を受けている場合は、個別のケースで採算性を
欠くことは原則として役務提供を拒否する「正当な理由」とはならないと考えられる。た
だし、従来は明らかな非居住エリアであった地域に新たに居住者が発生した場合など、一
定の例外的な場合には、交付金による支援を受けている区域内であっても個別のケースで
採算性を著しく欠くことが「正当な理由」として認められることもあり得るものと考えら
れる。 
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考えられること 54 

を踏まえ、有線ブロードバンドサービスについては、卸元事業者と卸先事

業者との契約は役務提供義務の対象外とすることが適当である。 

 

３－２－４ 技術基準適合維持義務等 

 

（１）現行法の規律 

 

○ 基礎的電気通信役務を提供する事業者は、当該役務の用に供する電気通 

信設備を総務省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければなら

ないとされている（事業法第４１条第２項及び第３項）。これは、基礎的

電気通信役務の適切かつ安定的な提供確保するための規律である。 

 

○ 技術基準は、①電気通信設備の損壊・故障による役務提供への支障を防

ぐための規律（損壊故障対策）、②電気通信役務の品質の適正性を確保す

るための規律（品質基準）等を内容としており、その具体的な内容は省令

（事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号））で定められ

ている。 

 

○ また、基礎的電気通信役務を提供する事業者に対しては、当該役務の用

に供する電気通信設備の管理等に関し、③管理規程の策定・届出、④電気

通信設備統括管理者の選任・届出、⑤電気通信主任技術者の選任・届出を

行うことが義務付けられている（事業法第４４条、第４４条の３、第４５

条等）。 

 

（２）今般改正における対応 

 

○ 今般、有線ブロードバンドサービスを基礎的電気通信役務の新たな類型

として位置付けることに伴い、基礎的電気通信役務としての役務提供の適

切性・安定性を確保する観点から、有線ブロードバンドサービスを提供す

る事業者に対しても、技術基準適合維持義務を課すことが適当である。 

 

                                                        
54 卸元事業者と卸先事業者との間に交渉力の格差が存在する場合には、これを是正する観
点から、卸元事業者に対して何らかの義務を課すことも考えられるが、このような観点か
らの規律は、基礎的電気通信役務制度ではなく、設備の不可欠性に着目した指定電気通信
役務制度の枠組みによって行われるべきものと考えられる。 
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○ ただし、有線ブロードバンドサービスを提供する事業者に対しては、現

行法の下でも、回線設置事業者としての技術基準適合維持義務（事業法第

４１条第１項）が既に課されていることから、新たに課される規律は、事

実上、品質基準に限られることとなる 55。 

 

○ 有線ブロードバンドサービスの主たる品質としては、通信速度が考えら

れるが、 

① ブロードバンドサービスの実効速度は、利用者側の環境等により大き

く影響を受けること 

② 現状において、ブロードバンドサービスの実効速度の計測方法につい

て確立したコンセンサスがあるとは言い難いこと 

から、有線ブロードバンドサービスの品質基準は、当面の措置として、名

目速度で設定することが適当である 56。 

  

○ 具体的な名目速度の数値としては、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等

の安定的な利用を可能にするという観点から、例えば、「上り・下りの名

目速度 30Mbps 以上」とすることが考えられる 575859。なお、将来的に、実

効速度の計測方法についてコンセンサスが確立した場合には、品質基準を

実効速度で定めることも考えられる。 

 

３－２－５ 休廃止の届出等義務 

 

（１）現行法の規律 

 

○ 現行の電話に係る基礎的電気通信役務制度では、基礎的電気通信役務を

提供する事業者が、業務の全部又は一部を休廃止するときは、一定期間以

                                                        
55 有線ブロードバンドサービスの特性を踏まえると、予備機器の設置等の電話用設備に対
して現在特に課されている技術基準を、有線ブロードバンサービス用設備に対して新たに
課す必要はないものと考えられる。 
56 遅延時間等の通信速度以外の品質基準については、有線ブロードバンドサ－ビスの特性
を踏まえると、今回は技術基準を設定しないことが適当である。 
57 あくまで現時点での想定であり、実際の数値は、制度改正が実現した後、新制度の施行ま
での間に、審議会等のオープンな場で改めて検討していくことが適当である。 
58 ある事業者が複数のサービスプランを提供している場合には、そのいずれかの名目速度
が基準値以上であれば品質基準を充たしているものと考えられる。 
59 ローカル事業者等の負担を考慮し、品質基準への適合については、当分の間の猶予措置
を定めることが適当である。 
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上前 60に、その旨を利用者に周知するとともに、総務大臣に届け出なけれ

ばならないとされている。 

 

○ この場合の業務の一部休廃止には業務区域の縮小も概念上含まれるが、

現行制度の運用上は、都道府県単位での業務区域の縮小について周知・届

出を求めている。 

 

（２）今般改正における対応 

 

○ 今般、有線ブロードバンドサービスを基礎的電気通信役務の新たな類型

として位置付けることに伴い、有線ブロードバンドサービスを提供する事

業者に対しても、同様の義務を課すことが適当である。 

 

○ この際、有線ブロードバンドサービスについては、新たな交付金制度と

の整合性を考慮し、より詳細な単位（例えば、町字単位）での業務区域の

縮小について周知・届出を求めることが適当である。 

 

３－２－６ 業務区域の登録・届出義務 

 

○ 前章で述べたように、新たな交付金制度では、複数の有線ブロードバンド

事業者が競合している町字は、原則として、交付金による支援の対象外とす

ることが適当であるが、そのためには、町字単位での競合の有無を行政が確

認できる仕組みとする必要がある。 

 

○ そこで、このような仕組みを実現するため、有線ブロードバンドサービス

を提供する事業者に対しては、電気通信事業者としての登録・届出事項の１

つである「業務区域」を、基本的に町字単位で設定することを求めることが

                                                        
60 休廃止の「１年以上前」までに周知・届出を行うこととされている（電気通信事業法施行
規則（昭和 60 年郵政省令第 25号）第 22 条の２の 10 及び同規則第 22 条の２の 11）。 
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適当である 6162。 

 
【第３章に関する研究会での議論】 

 

＜契約約款の作成・届出義務等＞ 

（構成員の意見） 

〇 現行の基礎的電気通信役務における約款規制は例外を認めない厳しい

規制であるが、今回、有線ブロードバンドサービスに適用しようとしてい

る約款規制は相対契約等の例外を認めるフレキシブルな規制であるため、

具体的な規定ぶりも異なってくるのではないか。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 会計整理義務について適格事業者と非適格事業者で規律に差を設ける

のであれば、約款規制についても、非適格事業者に対しては可能な限り緩

和された規律を適用することが望ましい。 

〇 約款や業務区域の届出は、事業者に対して過度の負担を課すものとなら

ないよう、届出の頻度や内容を、最低限にとどめるべきである。 

 

＜会計整理義務＞ 

（構成員の意見） 

〇 会計整理義務を廃止すること自体は適切と考える。その一方で、政府が

制度の実態を適正に把握し、必要に応じて見直す前提として、事業者が基

礎的電気通信役務の提供に要しているコストを把握する仕組みが別途必

要ではないか。 

 

                                                        
61 電気通信事業者が業務区域外でサービスを提供しようとする場合は、原則として、事前
に業務区域に関する変更登録・変更届出を行う必要があるが、有線ブロードバンドサービス
については、事業者の負担軽減の観点から、一定の緩和措置を講ずることも含め、検討する
ことが適当である。具体的には、例えば、登録を要する電気通信事業者との関係では、有線
ブロードバンドサービスに係る業務区域の変更は「軽微な変更」に該当するものとして、事
後届出で足りるとすることが考えられる。また、届出を要する電気通信事業者との関係では、
一定期間以内（例えば１年以内）の試行的なサービス提供のためのエリア拡大は「軽微な変
更」に該当するものとして、変更届出を要しないものとすることが考えられる（一定期間終
了後も引き続き拡大後のエリアにおいてサービス提供を行う場合は、原則どおり変更届出
を要する）。 
62 有線ブロードバンドサービスに係る業務区域の届出については、システム上で効率的に
届出を行える仕組みを整備することが適当である。 
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＜技術基準適合維持義務等＞ 

（構成員の意見） 

〇 現行の電話の品質基準では、通信品質、接続品質、安定品質の３つがセ

ットとなっており、今回も、接続品質や安定品質に相当するものを考えて

よいのではないか。 

〇 通信速度以外の通信品質、例えばアベイラビリティについても、品質基

準に位置付けるか事故報告制度の対象とするかは別として、何らかの規律

を置くことを検討してよいのではないか。 

〇 ＦＴＴＨと異なり、ＨＦＣの場合、上りは下りほどのスピードが出ない

ことが多い。ＨＦＣの上りの名目速度については一定の配慮をしてもよい

かもしれない。 

〇 名目速度と実効速度には乖離があるため、今回の品質基準を名目速度か

ら始めるとしても、実態には注視が必要である。また、将来的に可能であ

れば、通信品質以外の基準も設けることが望ましい。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 有線ブロードバンドサービスに課される新たな技術基準が、品質基準に

限られ、その内容も、当面の措置として名目速度を設定するという最小限

の規律にとどめられたことを歓迎する。 

〇 ＨＦＣはＦＴＴＨと比べて不安定であり、長距離には向かないため、名

目速度についても一律ではなく地理的条件を勘案してある程度柔軟に検

討すべきである。 

 

＜業務区域の登録・届出義務＞ 

（構成員の意見） 

〇 サービスエリアが行政区域と合致していないことも多く、ある町字に少

しでもサービスエリアがはみ出したら、その町字全体を業務区域に入れな

ければならず、その町字全体について役務提供義務が課されるというの

は、合理的とは言い難いのではないか。むしろ、ある割合以下しかサービ

ス提供をしていないような町字は、業務区域に入れなくてよいという対応

が現実的ではないか。 

 

（オブザーバの意見） 

〇 ある町字の中でも整備済みエリアと未整備エリアが分かれているとい

うケースも多い。例えば、緯度・経度で区分されたデジタル地図等を用い

て整備済みエリアと未整備エリアを判断するなど、より緻密な分別してい
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くことも考えられるのではないか。 

〇 業務区域の単位は、行政区域等のわかりやすいものとすることが望まし

い。 
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第４章 今後総務省において実施すべき事項 

 

前章までの本研究会の提言の内容を踏まえ、今後、総務省において、以下の各

事項を実施すべきである。 

 

４－１ パブリックコメント手続の実施 

 

○ 本研究会が示した制度改正の方向性について、広く国民から意見を募集す

るため、本研究会の「最終とりまとめ【案】」について、パブリックコメント

手続を実施すべきである。 

 

○ 提出された意見については、意見に対する本研究会の考え方を付した上で、

今般の制度改正の当否を国民やその代表である国会が最終的に評価する上で

の資料として、公表すべきである。 

 

４－２ 法制化に向けた具体的作業の実施 

  

○ 本研究会が示した制度改正の方向性に基づき、次期通常国会への法案提出

を念頭に置いて、早急に、関係省庁との調整も含め、法制化に向けた具体的な

作業を実施すべきである。 

 

○ 法制化作業に当たっては、必要に応じ、パブリックコメント手続で寄せられ

た意見の内容を反映すべきである。 

 

４－３ 新たな交付金制度における交付金額等の試算 

 

○ 新たな交付金制度は、負担対象者であるブロードバンドサービス提供事業

者が負担を利用者に転嫁した場合には、結果として、広くブロードバンドサー

ビス利用者に対して一定の負担を求めるものとなる。 

 

○ このため、今般の制度改正の当否を国民やその代表である国会が最終的に

評価する上での資料として、新たな交付金制度を創設した場合に見込まれる

交付金額の総額と利用者１人当たりの負担額を試算し、本研究会に対して報

告するとともに、法案提出までのしかるべき時期において、公表すべきである。 
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○ 試算に当たっては、第２章で提言した新たな交付金制度の設計を前提にす

るとともに、特に特別支援対象区域に係る交付金額の試算を精緻化する観点

から、該当する可能性のある地域を含む自治体への意向調査を行い、その結果

を反映すべきである。 

 

【第４章に関する研究会での議論】 

 

＜新たな交付金制度における交付金額等の試算＞ 

（構成員の意見） 

〇 交付金の試算額を公表するにあたっては、国民にわかりやすく説明する

ことが重要である。どのような計算でその金額となっているのか、1人で

スマートフォン等を複数台持っている場合、負担感はどうなるのかといっ

たことも含めて、丁寧に説明していく必要がある。 

〇 交付金額の試算に当たっては、事業者側の整備・維持費用の試算とも突

き合わせを行い、関係者間で試算額の著しい乖離が生じないよう、ある程

度の規模感を共有しておくことが必要ではないか。 
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参考１ 

「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」開催要綱 

 

１ 目的  

国民生活に不可欠なサービスの多様化への対応や持続的な提供を確保するため、ブロ

ードバンド基盤について制度面を中心に専門的・集中的な検討を進めるための検討体制

を設けることが、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」最終答申（令

和元年 12 月 17 日情報通信審議会）において適当であるとされたことを踏まえ、「ブロ

ードバンド基盤の在り方に関する研究会」を開催する。 

 

２ 名称  

本研究会は、「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」と称する。 

 

３ 検討事項  

（１）ブロードバンド基盤の在り方について 

（２）その他 

 

４ 構成及び運営  

（１）本研究会の構成員等は、別紙のとおりとする。 

（２）本研究会には、座長及び座長代理を置く。 

（３）座長は、本研究会を招集し、運営する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長不

在のときは、座長に代わって本研究会を招集し、運営する。 

（４）座長は、必要があるときは、必要と認める者を本研究会の構成員又はオブザーバ

として追加することができる。 

（５）座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

（６）座長は、必要に応じて、本研究会の下にワーキンググループを開催することがで

きる。 

（７）ワーキンググループの構成員及び運営に必要な事項は、座長が定めるところによ

る。 

（８）その他、本研究会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５ 議事・資料等の扱い  

（１）本研究会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、当事者又は

第三者の利益及び公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必要と認める

場合については、非公開とする。 

（２）本研究会で使用した資料については、原則として、総務省のホームページに掲載

し公開する。ただし、公開することにより、当事者又は第三者の利益及び公共の利

益を害するおそれがある場合その他座長が必要と認める場合については、非公開と

する。 

（３）本研究会の会議については、原則として議事概要を作成し、総務省のホームペー

ジに掲載し、公開する。 

 

６ その他  

本研究会の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課がこれを行うも

のとする。  
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（別紙） 

 

「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」構成員等 

 

 （敬称略、構成員は五十音順） 

 

（座長代理） 相田 仁 東京大学大学院工学系研究科 教授 

 大谷 和子 株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 

（座長） 大橋 弘 東京大学公共政策大学院 院長 

 岡田 羊祐 一橋大学大学院経済学研究科 教授 

 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

 関口 博正 神奈川大学経営学部 教授 

 長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク 

 林  秀弥 名古屋大学大学院法学研究科 教授 

 藤井 威生 
電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 

教授 

 三友 仁志 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科長・教授 

   

（オブザーバ） 全国知事会、全国市長会、全国町村会、 

 一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人電気通信事業者協会、 

 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、 

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、 

 日本電信電話株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、 

 株式会社オプテージ 
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参考２ 

「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」開催状況 

 開催日程 議題 

第１回 
2020年 

４月３日（金） 

(1)開催要綱について 

(2)事務局説明 

(3)意見交換 

第２回 ５月 15日（金） 
(1)事業者ヒアリング 

(2)意見交換 

第３回 ６月 12日（金） 
(1)利用者ヒアリング 

(2)意見交換 

第４回 ７月 17日（金） 

(1)主要国におけるブロードバンド等のユニバーサ

ルサービス化の動向等について 

(2)ブロードバンド整備等に係る取組について 

(3)第 I期論点整理の方向性について 

(4)意見交換 

第５回 ８月７日（金） 

(1)主要国におけるブロードバンド等のユニバーサ

ルサービス化の動向等の補足 

(2)第 I期論点整理について 

(3)第 II期で検討すべき事項について 

(4)意見交換 

第６回 11月 25日（水） 

(1)第 I期の論点整理（案） 

(2)第 II期の進め方 

(3)意見交換 

第７回 12月 22日（火） 
(1)自治体ヒアリング 

(2)意見交換 

第８回 
2021年 

１月 29日（金） 

(1)ブロードバンドのユニバーサルサービス化に向

けた論点 

(2)意見交換 

第９回 ２月 24日（水） （非公開） 

第 10回 ４月９日（金） 

(1)ブロードバンドのユニバーサルサービス化に向

けた論点の具体的検討 

(2)意見交換 

第 11回 ４月 23日（金） 
(1)事業者等ヒアリング 

(2)意見交換 

第 12回 ５月 28日（金） 

(1)ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 中

間取りまとめ骨子（案） 

(2)意見交換 

第 13回 ６月 25日（金） 

(1)ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 中

間取りまとめ（案） 

(2)意見交換 
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第 14回 ９月 28日（火） 

(1)最終取りまとめに向けた検討スケジュール（案） 

(2)「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 

中間取りまとめ（案）」に対する主な意見及び研究

会の考え方（案）（概要） 

(3)ブロードバンドのユニバーサルサービス化促進

のための交付金制度の在り方（案） 

(4)意見交換 

第 15回 10月 29日（金） 

(1)ブロードバンドサービスのユニバーサルサービ

ス化促進のための事業者規律の在り方（案） 

(2)ブロードバンドサービスのユニバーサルサービ

ス化促進のためのラストリゾート事業者の役割

（案） 

(3)前回会合後に頂いた御質問への御回答 

(4)意見交換 

第 16回 11月 18日（木） （非公開） 

第 17回 12月 14日（火） 

(1)第 15回会合後に頂いた御質問への御回答 

(2)ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 最

終取りまとめ（素案） 

(3)意見交換 

第 18回 
2022年 

○月○日（○） 
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